
大仙市立大曲中学校 学習支援教材 ３年生社会（公民）「人権保障を確かなものに」 

 

 

 

☆学習活動                                  教科書 P５６～５７ 

STEP①：教科書の内容や資料５を見て、人権保障を確かなものにするための権利をまとめなさい。 

参政権とは（                                       ） 

・公務員の選定・罷免権 

・（      ）権…満（    ）歳以上の全ての国民に認められている。（普通選挙） 

・（        ）権…選挙に立候補できる権利。 

・（          ）の国民審査 ・（        ）の国民審査 ・請願権 

 

請求権とは（                                       ） 

・（      ）を受ける権利 ・（      ）賠償請求権 ・（      ）補償請求権 

STEP②：教科書の「公民にアクセス」を読み、自分の考えを書きなさい。 

 

 

 

 

 

 STEP③：裁判を受ける権利は、人権保障を確かなものにするためになぜ必要か書きなさい。 

  

  

  

☆まとめ 

 

 

 

 

 

 

☆振り返り 

 

 

 

 

 

★最後に語句プリント（別紙）で内容をマスターしましょう★ 

☆学習課題：人権保障を確かなものにするために、どのような権利が保障されているのか。 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

ヒント：もし裁判を受ける権利がなかったらどのような問題が起こるかな。 



大仙市立大曲中学校 学習支援教材 ３年生社会（公民）「人権保障を確かなものに」 

 

 

 

☆学習活動                                  教科書 P５６～５７ 

STEP①：教科書の内容や資料５を見て、人権保障を確かなものにするための権利をまとめなさい。 

参政権とは（             国民が政治に参加する権利             ） 

・公務員の選定・罷免権 

・（  選挙  ）権…満（ １８ ）歳以上の全ての国民に認められている。（普通選挙） 

・（  被選挙権  ）権…選挙に立候補できる権利。 

・（  最高裁判所  ）裁判官の国民審査 ・（  憲法改正  ）の国民審査 ・請願権 

 

請求権とは（       国に対して一定の行いをするように要求する権利          ） 

・（  裁判  ）を受ける権利 ・（  国家  ）賠償請求権 ・（  刑事  ）補償請求権 

STEP②：教科書の「公民にアクセス」を読み、自分の考えを書きなさい。 

 

 

 

 

 

 STEP③：裁判を受ける権利は、人権保障を確かなものにするためになぜ必要か書きなさい。 

  

  

  

☆まとめ 

 

 

 

 

 

 

☆振り返り 

 

 

 

 

 

★最後に語句プリント（別紙）で内容をマスターしましょう★ 

☆学習課題：人権保障を確かなものにするために、どのような権利が保障されているのか。 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 個人では人権侵害の解決が難しい場合に、裁判所に訴え、法に基づいて公正に判断してもらうため。 

ヒント：もし裁判を受ける権利がなかったらどのような問題が起こるかな。 

  

 権利を侵害されても訴えられない 公平・公正な視点が得られず問題が起こる など 


